
筑紫野市マスコットキャラクター

デザイン使用マニュアル

筑 紫 野 市



はじめに

筑紫野市マスコットキャラクターのデザインは、筑紫野市を PR

する目的であれば誰でも使うことができます。

このマニュアルは、デザインを使用するときのルールなどをまとめ

たものです。デザインを使用する前に必ずお読みください。

筑紫野市マスコットキャラクターに関する一切の権利は市に属

します。デザインを使用するときは、市に申請してください。ま

た、デザインを無断でコピーしたり、変更を加えたりすることはで

きません。
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プロフィール

明るくて元気いっぱいなしっかり者。

二日市温泉が大好き！

心をつくして筑紫野市と子どもたちの

未来を応援するよ。

二日市温泉にまつわる伝説に登場する

「瑠璃子姫」がモデルだよ。

とっても賢くてちょっぴり気まぐれな

茶トラのねこだよ。

おともだちのつくしちゃんとおそろいの

リボンがお気に入り。

つくしちゃんをそばで見守っているよ。

つくしちゃん

むさし
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デザインの決まり

指定箇所 CMYK モノクロ

アウトライン K100 K100

頬 M49+Y35 K33

椿、リボン、スカート、靴 M77+Y69 K53

スカート柄 C30+M92+Y100 K74

椿の花芯 C1+M38+Y81 K32

髪 C42+M90+Y98+K7 K83

肌 C4+M20+Y18 K15

指定箇所 CMYK モノクロ

アウトライン K100 K100

頬 M49+Y35 K33

リボン M77+Y69 K53

からだ C2+M27+Y53 K22

トラ模様 C18+M61+Y99 K52

つくしちゃん

むさし
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使用上のルール

▶ 次のことをしてはいけません。

▶ デザインの近くに、「筑紫野市マスコットキャラクター」と

キャラクターの名前を記載してください。

・筑紫野市マスコットキャラクター つくしちゃん

・筑紫野市マスコットキャラクター むさし

・筑紫野市マスコットキャラクター つくしちゃん・むさし

縦横比を変える 反転させる

色を変える

特定のもの※を

持たせる・指さす

おすすめする

商品名など

つくしちゃん

オススメ！

※商品、企業名、ロゴなど
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申請方法

▶ 申請の必要がないとき

・個人が、私的使用の範囲内で使用するとき

・学校などが教育目的で使用するとき

・報道機関などが広報目的で使用するとき

▶ 使用を承認しないとき

・法令、公序良俗に反するおそれがあるとき

・特定のものを支援するおそれがあるとき

・不当な利益を得るために使用するとき

・キャラクターや市のイメージを損なうおそれがあるとき

▶ 次の書類を市に提出してください。申請書はホームページか

らダウンロードできます。

・筑紫野市マスコットキャラクター使用申請書

・使用見本（修正をお願いする場合があります）

【提出先】

筑紫野市 秘書広報課 広報広聴担当

〒818-8686（住所記入不要）

hishokouhou@city.chikushino.fukuoka.jp
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Q＆A

▶「私的利用の範囲」とはどういうときですか。

個人で楽しむために待ち受けにしたり、少人数の身近な集まりで

の資料に使うときなどを想定しています。

▶ 商品のパッケージにキャラクターを使ってもいいですか。

筑紫野市の特産品など、市を PR するものであれば使うことがで

きます。ただし、商品自体をおすすめするような使い方はできませ

ん。

▶キャラクターのグッズを作ってもいいですか。

個人で楽しむためであれば自由に作ってかまいません。

事業者などが販売する場合は、市やキャラクターの PR 目的であ

り、不当な利益を得ようとしなければ作ることができます。

このマニュアルは随時更新していきます。

デザインを使用する際は最新の内容をご確認ください。

〈問い合わせ先〉筑紫野市 秘書広報課

TEL：092-923-1111 FAX：092-555-7377

Mail：hishokouhou@city.chikushino.fukuoka.jp

6

mailto:hishokouhou@city.chikushino.fukuoka.jp

	筑紫野市マスコットキャラクター
デザイン使用マニュアル
	はじめに
	プロフィール
	デザインの決まり
	使用上のルール
	申請方法
	スライド番号 7

